
 

国土利用計画法届出の流れ 

権 利 譲 渡 者 

    契約 

権利取得者（届出義務者） 

                     届出（契約締結日から２週間以内） 

神戸市長（利用目的審査） 

 
        不 勧 告   助 言      勧 告  
（不勧告通知書は原則発行しておりません。 
 必要な場合は申し出て下さい。）        勧告に従う 

                        勧告に従わない 

 公 表  

 

一団の土地とは？ 

例えば市街化区域（届出対象面積が 2,000㎡以上）の場合、個々の取引面
積は小さくても、買い集めにより合計すると 2,000㎡以上となる図のような
一団の土地取引は、取引時期が異なっても当初の取引から各々に届出が必要

となります。 
 

売る人   （土 地）   買う人    
Ａさん      い 
Ｂさん      ろ     Ｄさん 
Ｃさん      は 
(い＋ろ＋は)≧２，０００㎡ 
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